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ＦＷりそな円建債券アクティブファンド

ＦＷりそな国内株式アクティブファンド

ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド

ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド

ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド

ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド

ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド

ＦＷりそな国内リートインデックスオープン

ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン
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【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

(1)当初自己設定額

　ＦＷりそな円建債券アクティブファンド

　　100万円を上限とします。

　ＦＷりそな国内株式アクティブファンド

　　100万円を上限とします。

　ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド

　　100万円を上限とします。

　ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド

　　100万円を上限とします。

　ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド

　　100万円を上限とします。

　ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド

　　100万円を上限とします。

　ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド

　　100万円を上限とします。

　ＦＷりそな国内リートインデックスオープン

　　10万円を上限とします。

　ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン

　　10万円を上限とします。

(2)継続申込額

　ＦＷりそな円建債券アクティブファンド

　　1兆円を上限とします。

　ＦＷりそな国内株式アクティブファンド

　　1兆円を上限とします。

　ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド

　　1兆円を上限とします。

　ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド

　　1兆円を上限とします。

　ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド

　　1兆円を上限とします。

　ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド

　　1兆円を上限とします。

　ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド

　　1兆円を上限とします。

　ＦＷりそな国内リートインデックスオープン

　　1兆円を上限とします。

　ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン

　　1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

ＦＷりそな円建債券アクティブファンド

ＦＷりそな国内株式アクティブファンド

ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド

ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド

ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド

ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド

ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド

ＦＷりそな国内リートインデックスオープン

ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン

・以下、上記を総称して「りそなファンドラップ（プレミアムコース）」ということがあります。ま

た、各々については、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。

ファンドの名称 略称

ＦＷりそな円建債券アクティブファンド 円建債券アクティブ

ＦＷりそな国内株式アクティブファンド 国内株アクティブ

ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド 先進国債券アクティブ

ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファ

ンド

先進国＋新興国債券アクティブ

ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド 先進国株アクティブ

ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファ

ンド

先進国＋新興国株アクティブ

ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド 絶対収益アクティブ

ＦＷりそな国内リートインデックスオープン 国内リートインデックスオープン

ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン 先進国リートインデックスオープン

 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）

・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も

しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の

「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、

株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機

関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿

に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ

を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替

受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

①　当初自己設定：各ファンド毎に、100万円を上限とします。

（「国内リートインデックスオープン」および「先進国リートインデックスオープン」は10万円を上限

とします。）

②　継続申込期間：各ファンド毎に、1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

①　当初自己設定：１口当たり1円とします。

②　継続申込期間
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ＦＷりそな円建債券アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。

ＦＷりそな国内株式アクティブファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。

ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額としま

す。

ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。

ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額としま

す。

ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。

ＦＷりそな国内リートインデックスオープン：取得申込受付日の基準価額とします。

ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

（７）【申込期間】

①　当初申込期間：平成29年 1月 4日とします。（自己設定）

②　継続申込期間：平成29年 1月 5日から平成29年12月20日までとします。

・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）

ホームページ アドレス：http://www.resona-am.co.jp/

 

（９）【払込期日】

①　当初自己設定

委託会社は、当初設定日に自己設定にかかる発行価額の総額（設定総額）を、委託会社の指定する

口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込みます。

②　継続申込期間

・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。

・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設

定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い

込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
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（１２）【その他】

当ファンドは、投資者と株式会社りそな銀行が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口

座の資金を運用するためのファンドです。受益権の取得申込者は、原則として、株式会社りそな銀行

と投資一任契約を締結し、投資一任契約の資産を管理する口座を開設した者に限るものとします。

※投資一任業者である株式会社りそな銀行が、投資者との投資一任契約に基づく運用財産の効率的な

運営および維持のため、ファンドを買付ける場合があります。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

①　ファンドの目的

＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな国内株式アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞

信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し

て運用を行います。

 

②　ファンドの基本的性格

＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞

１）商品分類

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

２）属性区分
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（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

 

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して

おります。

 

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対

象資産（その他資産(投資信託証券（債券　一般）)）と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対

象資産（債券）とが異なります。

＜ＦＷりそな国内株式アクティブファンド＞

１）商品分類

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

 

２）属性区分
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（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

 

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対

象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）)）と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対

象資産（株式）とが異なります。

＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞

１）商品分類

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

 

２）属性区分
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（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

 

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して

おります。

 

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対

象資産（その他資産(投資信託証券（債券　一般）)）と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対

象資産（債券）とが異なります。

＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞

１）商品分類

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

 

２）属性区分
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（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

 

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して

おります。

 

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対

象資産（その他資産（投資信託証券（株式　一般）））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資

対象資産（株式）とが異なります。

＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞

１）商品分類

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

 

２）属性区分
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（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

 

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して

おります。

 

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対

象資産（その他資産（投資信託証券（資産複合）））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対

象資産（資産複合）とが異なります。

＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞

１）商品分類

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

 

２）属性区分
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（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

 

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

の投資対象資産（その他資産（投資信託証券（不動産投信））)と収益の源泉となる資産を示す商品分類上

の投資対象資産（不動産投信）とが異なります。

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞

１）商品分類

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

 

２）属性区分
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（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

 

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して

おります。

 

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

の投資対象資産（その他資産（投資信託証券（不動産投信））)と収益の源泉となる資産を示す商品分類上

の投資対象資産（不動産投信）とが異なります。

 

＜商品分類の定義＞

1．単位型投信・追加型投信の区分

(1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい

う。

(2)追加型投信：一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン

ドをいう。

2．投資対象地域による区分

(1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の

記載があるものをいう。

(2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の

記載があるものをいう。

(3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ

るものをいう。

3．投資対象資産による区分

(1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が

あるものをいう。

(2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が

あるものをいう。

(3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信

託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ

る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
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資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実

質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

4．独立した区分

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。

(3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信

託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

 
＜補足として使用する商品分類＞

(1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを

いう。

(2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ

るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当

する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書

きで付記できるものとする。

 
＜属性区分の定義＞

1．投資対象資産による属性区分

(1)株式

①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2)債券

①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関

債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい

う。

④その他債券：目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの

をいう。

⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ

か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」

「低格付債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信

これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産

組入れている資産を記載するものとする。

(5)資産複合

以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす

る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な

変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産

を列挙するものとする。

2．決算頻度による属性区分

①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。

②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。

③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。

④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。

⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
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3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)

①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ

るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの

をいう。

③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある

ものをいう。

④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある

ものをいう。

⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする

旨の記載があるものをいう。

⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨

の記載があるものをいう。

⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が

あるものをいう。

⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記

載があるものをいう。

⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の

記載があるものをいう。

⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地

域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

4．投資形態による属性区分

①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され

るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい

う。

5．為替ヘッジによる属性区分

①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の

記載があるものをいう。

②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の

ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

①日経225

②TOPIX

③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

7．特殊型

①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも

に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを

いう。

②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ

り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら

れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追

求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ

るいは運用手法の記載があるものをいう。

 
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法

人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。

③　ファンドの特色
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④　信託金限度額

・ＦＷりそな円建債券アクティブファンド：5,000億円を限度として信託金を追加することができます。

・ＦＷりそな国内株式アクティブファンド：2,000億円を限度として信託金を追加することができます。

・ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することができます。

・ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することがで

きます。

・ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド：2,000億円を限度として信託金を追加することができます。

・ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド：2,000億円を限度として信託金を追加することがで

きます。

・ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することができます。

・ＦＷりそな国内リートインデックスオープン：1,000億円を限度として信託金を追加することができま

す。

・ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン：1,000億円を限度として信託金を追加することができま

す。

・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（２）【ファンドの沿革】

平成29年 1月 5日

・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組み

＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな国内株式アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞
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＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、

収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資

制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

※3投資顧問会社から指定投資信託証券の選定についての情報提供および助言を受けるルールを委託会社と投資

顧問会社との間で規定したもの。情報提供および助言を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内

容などが含まれています。

 

≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫
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＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、

収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資

制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

 

②　委託会社の概況（平成28年9月末現在）

１）資本金

490百万円

２）沿革

平成27年8月3日： りそなアセットマネジメント株式会社設立

３）大株主の状況

名　　称 住　　所 所有株数 所有比率

株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 1,960,000株 100％

 

２【投資方針】

（１）【投資方針】

＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞

①　主として複数の投資信託証券（以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。）への

投資を通じ、実質的に国内債券や為替を対円でヘッジした先進国債券への投資を行い、信託財産の

中長期的な成長を目指して運用を行います。

②　各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。

③　実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行います。

④　投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価（定性評価）
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に加えて運用実績にかかる評価（定量評価）等を勘案して決定します。

⑤　投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に

モニターし、投資比率を調整します。

⑥　投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行

う場合があります。

⑦　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった

場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ

ない場合があります。

 

＜ＦＷりそな国内株式アクティブファンド＞

①　主として複数の投資信託証券（以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。）への

投資を通じ、実質的に国内株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行い

ます。

②　各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。

③　投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価（定性評価）

に加えて運用実績にかかる評価（定量評価）等を勘案して決定します。

④　投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に

モニターし、投資比率を調整します。

⑤　投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行

う場合があります。

⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった

場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ

ない場合があります。

 

＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞

①　主として複数の投資信託証券（以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。）への

投資を通じ、実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指し

て運用を行います。

②　各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。

③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

④　投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価（定性評価）

に加えて運用実績にかかる評価（定量評価）等を勘案して決定します。

⑤　投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に

モニターし、投資比率を調整します。

⑥　投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行

う場合があります。

⑦　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった

場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ

ない場合があります。

 

＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞

①　主として複数の投資信託証券（以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。）への

投資を通じ、実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指し

て運用を行います。あわせて新興国債券へも投資を行い付加価値獲得を目指します。

②　各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。

③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

④　投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価（定性評価）

に加えて運用実績にかかる評価（定量評価）等を勘案して決定します。

⑤　投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に

モニターし、投資比率を調整します。

⑥　投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行

う場合があります。

⑦　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
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場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ

ない場合があります。

 

＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞

①　主として複数の投資信託証券（以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。）への

投資を通じ、実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指し

て運用を行います。

②　各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。

③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

④　投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価（定性評価）

に加えて運用実績にかかる評価（定量評価）等を勘案して決定します。

⑤　投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に

モニターし、投資比率を調整します。

⑥　投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行

う場合があります。

⑦　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった

場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ

ない場合があります。

 

＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞

①　主として複数の投資信託証券（以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。）への

投資を通じ、実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指し

て運用を行います。あわせて新興国株式へも投資を行い付加価値獲得を目指します。

②　各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。

③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

④　投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価（定性評価）

に加えて運用実績にかかる評価（定量評価）等を勘案して決定します。

⑤　投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に

モニターし、投資比率を調整します。

⑥　投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行

う場合があります。

⑦　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった

場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ

ない場合があります。

 

＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞

①　主として絶対収益
＊
を追求する複数の投資信託証券（以下、各投資信託証券を「指定投資信託証

券」といいます。）へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

＊「絶対収益」とは、特定の市場の変動の影響を受けない投資元本に対する収益を意味します。ま

た、必ず収益を得られるという意味ではありません。

②　各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。

③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、指定投資信託証券

によっては、絶対収益を追求するうえで投資対象となる資産から為替変動による影響を排除するた

め、為替ヘッジを行う場合があります。

④　投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価（定性評価）

に加えて運用実績にかかる評価（定量評価）等を勘案して決定します。

⑤　投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に

モニターし、投資比率を調整します。

⑥　投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行

う場合があります。

⑦　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった

場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ

ない場合があります。
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＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞

①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されて

いる不動産投資信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目

指して運用を行います。なお、運用の効率化をはかるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象

指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用することがありま

す。

②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。

③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった

場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ

ない場合があります。

 

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞

①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国の不動産投資信託証券および不動産関

連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証

券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動す

る投資成果を目指して運用を行います。なお、運用の効率化をはかるため、海外の金融商品取引市

場に上場する指数先物取引を活用することがあります。

②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。

③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった

場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ

ない場合があります。

 

※国内リートインデックスオープン、先進国リートインデックスオープンの指数の変動をその基準価額

の変動に適正に反映するための手法については、前述の「ファミリーファンドの運用プロセスのイ

メージ」をご参照ください。

（２）【投資対象】

＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞

⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。

①　投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以

下同じ。）

イ）有価証券

ロ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

ハ）金銭債権（イ）およびロ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

２）次に掲げる特定資産以外の資産

イ）為替手形

②　有価証券の指図範囲

委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第

2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する

ことができます。

１）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの

３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券

に限ります。）

４）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社

債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

なお、４）の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件

付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
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す。

③　金融商品の指図範囲

委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図

することができます。

１）預金

２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３）コール・ローン

４）手形割引市場において売買される手形

上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運

用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する

ことができます。

④　その他の投資対象と指図範囲

外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。

⑤　投資対象とする投資信託証券の概要

※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2016年10月末現在で委託会社が知りうる情報な

どを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。

 

＜１．明治安田日本債券アクティブ・ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

主な投資対象 邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等を主要投資対象とし

ます。

投資方針 ①　「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」をベンチマークとして信託財産の成長を目

指します。

②　投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券な

らびに委託者が別に定める格付会社のいずれかより取得時においてＢＢＢ

格以上の格付けを有する債券およびそれと同等の信用度を有すると判断し

た債券とします。

③　マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向や

リスク分散等を勘案して、ポートフォリオの見直しを随時行います。

④　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ

スクを回避するため、国内において行われるデリバティブ取引等を行うこ

とができます。

⑤　大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想され

るとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、

上記の運用が行われないことがあります。

主な投資制限 ①　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新

株予約権行使等により取得したものに限るものとし、株式への投資割合

は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま

す。

③　外貨建資産への投資は行いません。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.1944％～0.3024％（税抜0.18％～0.28％）

申込手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの

監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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その他

決算日 毎年2月26日および8月26日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 明治安田アセットマネジメント株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

＜２．アムンディ円債アクティブ・ファンド（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を目的として運用を行います。

主な投資対象 アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド（以下「マザーファンド」）の

受益証券を主要投資対象とします。このほか、円建ての公社債等に直接投資する

ことがあります。

投資方針 ①　マザーファンドを通じて主として円建ての公社債に投資することにより、

投資信託財産の成長をめざします。このほか、円建ての公社債等に直接投

資することがあります。

②　NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投

資成果を目標とします。

③　マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。

④　上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純

資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が

発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限 ①　株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま

す。（ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行

使により取得する場合に限ります。）

②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以

下とします。

③　外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以下と

します。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.3240％～0.3996％（税抜0.30％～0.37％）

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの

監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 アムンディ・ジャパン株式会社

受託会社 株式会社りそな銀行

 

＜３．ネオ・ヘッジ付債券ファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

主な投資対象 ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます）の

受益証券
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投資方針 ①　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国通貨建て債券に投

資し、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジを行なうことにより、

安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないま

す。

②　マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。

（イ）組入れる債券（国債を除きます。）の格付けは、取得時においてBBB

格相当以上（R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上または

ムーディーズでBaa3以上）とします。

※当ファンドにおいて先進国通貨とはシティ世界国債インデックスの

構成通貨をいいます。

（ロ）対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信

用環境、流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。

（ハ）債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80％程度以

上に維持することを基本とします。

（ニ）運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがありま

す。このため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価

総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えるこ

とがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組

入総額を超えることがあります。

③　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持するこ

とを基本とします。

④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激

な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の

規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

⑤　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と

するものです。

主な投資制限 ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

②　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新

株予約権行使等により取得したものに限ります。

③　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

④　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き

ます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下としま

す。

⑤　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.4644％（税抜0.43％）

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの

監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 大和証券投資信託委託株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

＜４．三菱ＵＦＪ国際 ヘッジ付外国債券オープン（適格機関投資家限定）＞

運用の基本方針

基本方針 利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
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主な投資対象 ＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド受益証券を主要投資対象と

します。なお、先進国の債券に直接投資することがあります。

投資方針 ①　ＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド受益証券への投資を

通じて、主として世界主要国（日本を除く）の公社債に投資を行い、シ

ティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）を中長期的

に上回る投資成果をめざして運用を行います。

②　マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本としま

す。

③　デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合がありま

す。

④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リ

スクの低減をはかります。

⑤　市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があ

ります。

主な投資制限 ①　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純

資産総額の10％以下とします。

③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信

託財産の純資産総額の5％以下とします。

④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下と

します。

⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信

託財産の純資産総額の5％以下とします。

⑥　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合

は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑦　外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

⑧　有価証券先物取引等を行うことができます。

⑨　スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

⑩　金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことが

できます。

⑪　外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.3456％（税抜0.32％）

申込手数料 自由手数料（上限0％）（税抜）

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。

・監査法人に支払われるファンドの監査費用

・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用

・その他信託事務の処理にかかる諸費用　等

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ

金額または上限額等を記載することはできません。

その他

決算日 毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

 

＜ＦＷりそな国内株式アクティブファンド＞

⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
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①　投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるも

のとします。

１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以

下同じ。）

イ）有価証券

ロ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

ハ）金銭債権（イ）およびロ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

２）次に掲げる特定資産以外の資産

イ）為替手形

②　有価証券の指図範囲

委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第

2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する

ことができます。

１）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの

３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券

に限ります。）

４）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社

債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

なお、４）の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件

付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとしま

す。

③　金融商品の指図範囲

委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図

することができます。

１）預金

２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３）コール・ローン

４）手形割引市場において売買される手形

上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運

用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する

ことができます。

④　その他の投資対象と指図範囲

資金の借入れの指図を行うことができます。

⑤　投資対象とする投資信託証券の概要

※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2016年10月末現在で委託会社が知りうる情報な

どを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。

 

＜１．ダイワ・ジャパン・オープン（FOFs用）（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

主な投資対象 ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド（以下、「マザーファンド」とい

います。）の受益証券
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投資方針 ①　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所

上場株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

②　マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。

１）わが国の株式を中心に投資します。

２）銘柄選定、組入比率等については、運用主担当者の方針に基づいて決

定します。

３）市況動向、追加設定等への対応のため、株価指数先物取引等を利用す

ることがあります。この場合には、以下の範囲で利用することを基本

とします。

イ．株価指数先物取引等の買建てについては、買建玉の時価総額と株

式等の時価総額の合計額の上限を、信託財産の純資産総額に当日

の設定申込金額と解約申込金額との差額を加減した額程度としま

す。

ロ．株価指数先物取引等の売建てについては、売建玉の時価総額の上

限を保有株式等の時価総額程度とします。

③　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持するこ

とを基本とします。

④　株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他

の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信

託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として、

信託財産総額の50％以下とします。

⑤　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激

な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の

規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

主な投資制限 ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

②　株式への実質投資割合には、制限を設けません。

③　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き

ます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下としま

す。

④　外貨建資産への実質投資割合は、信託財産総額の50％以下とします。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.6912％（税抜0.64％）

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの

監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年4月24日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 大和証券投資信託委託株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

＜２．ダイワ・バリュー株・オープン（FOFs用）（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

主な投資対象 「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」（以下「マザーファンド」

といいます。）の受益証券
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投資方針 ①　マザーファンドの受益証券を通じて、主としてわが国の上場株式を投資対

象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断

される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。ただ

し、取得した後にこの条件を満たさない銘柄であっても保有を継続するこ

とがあります。

②　銘柄の選定にあたっては、主に次の観点から行ないます。

１）事業の再構築力、新しい事業展開

２）本業の技術力、市場展開力

３）株主本位の経営姿勢

③　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産

総額の90％程度以上に維持することを基本とします。

④　株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他

の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信

託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として、

信託財産総額の50％以下とします。

⑤　大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想され

るとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、

上記の運用が行なわれないことがあります。

⑥　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と

するものです。

主な投資制限 ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

②　株式への実質投資割合には、制限を設けません。

③　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割

合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総

額の10％以下とします。

⑤　外貨建資産への投資は、行ないません。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.5724％（税抜0.53％）

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの

監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年3月9日および9月9日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 大和証券投資信託委託株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

＜３．りそな日本株リサーチ戦略ファンド（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

主な投資対象 アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」）の受

益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式に直接投資することが

あります。
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投資方針 ①　マザーファンドを通じて、主としてわが国の上場株式の中から個別企業の

イノベーションや成長・改善戦略により今後の収益性向上が期待できる銘

柄へ投資し、投資信託財産の成長をめざします。このほか、わが国の株式

に直接投資することがあります。

②　銘柄選択にあたっては、ストラテジストによるマクロ分析およびアナリス

トによるボトムアップ調査等に基づくアクティブ運用を行います。

③　株式の実質組入比率（マザーファンドを通じての組み入れを含む保有比率

を言います。）は、原則として高位を維持します。

④　株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドを通じての投資を含む

投資の割合をいいます。以下同じ。）は、原則として投資信託財産総額の

50％以下とします。

⑤　上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純

資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が

発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限 ①　株式への実質投資割合には制限を設けません。

②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以

下とします。

③　外貨建資産への投資は行いません。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.702％(税抜き0.65％)

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの

監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年7月25日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 アムンディ・ジャパン株式会社

受託会社 野村信託銀行株式会社

 

＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞

⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。

①　投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以

下同じ。）

イ）有価証券

ロ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

ハ）金銭債権（イ）およびロ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

２）次に掲げる特定資産以外の資産

イ）為替手形

②　有価証券の指図範囲

委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第

2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する

ことができます。

１）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの

３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券

に限ります。）
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４）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社

債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

なお、４）の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件

付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとしま

す。

③　金融商品の指図範囲

委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図

することができます。

１）預金

２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３）コール・ローン

４）手形割引市場において売買される手形

上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運

用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する

ことができます。

④　その他の投資対象と指図範囲

外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。

⑤　投資対象とする投資信託証券の概要

※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2016年10月末現在で委託会社が知りうる情報な

どを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。

 

＜１．三菱ＵＦＪ国際 海外債券オープン（適格機関投資家限定）＞

運用の基本方針

基本方針 利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

主な投資対象 三菱ＵＦＪ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象としま

す。このほか、日本を除く世界主要国の公社債に直接投資することがありま

す。

投資方針 ①　三菱ＵＦＪ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券への投資を通じ

て、主として世界主要国（日本を除く）の公社債に投資を行います。

②　シティ世界国債インデックス（除く日本・円ベース）をベンチマークと

し、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。

③　運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カント

リーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、

利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指し

ます。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することによ

り、リスクのチェックとコントロールを行います。

④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑤　マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本としま

す。

⑥　市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が

あります。
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主な投資制限 ①　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の

純資産総額の10％以下とします。

③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下

とします。

⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

⑥　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割

合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑦　外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

⑧　有価証券先物取引等を行うことができます。

⑨　スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

⑩　金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うこと

ができます。

⑪　外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.486％（税抜0.45％）

申込手数料 自由手数料（上限0％）（税抜）

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。

・監査法人に支払われるファンドの監査費用

・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用

・その他信託事務の処理にかかる諸費用　等

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじ

め金額または上限額等を記載することはできません。

その他

決算日 毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

 

＜２．ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。

主な投資対象 海外アクティブ債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）

受益証券を主要投資対象とし、日本を除く世界の高格付けの債券に実質的に投

資します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
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投資方針 ①　債券への投資にあたっては、ソブリン債（日本を除く世界先進主要国が

発行する国債・政府保証債）を中心とした債券に実質的に投資をするこ

とを基本とします。

②　実質的に投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までと

します。

③　ポートフォリオのデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市

場全体のデュレーション±40％程度以内に維持することを基本としま

す。

④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないませ

ん。

⑤　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合が

あります。

主な投資制限 ①　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③　株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換お

よび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りま

す。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資

産総額の30％以内とします。

④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内と

します。

⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資

割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

⑥　投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信

託財産の純資産総額の5％以内とします。

⑦　信託財産の効率的な運用に資するため、公社債にかかる有価証券店頭オ

プション取引を利用することができます。

⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額

が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同

規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないませ

ん。

⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー

ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ

10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった

場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととし

ます。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して税込0.4806％（税抜0.445％）

申込手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンド

の監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに

要する費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年12月6日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 野村アセットマネジメント株式会社

受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

 

EDINET提出書類

りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 40/121



＜３．グローバル債券コア・ファンド（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

主な投資対象 ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート（除く日本）マザーファ

ンドの受益証券を主要投資対象とします。

投資方針 ①　主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ

比率を高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入

れ比率を引き下げる場合もあります。)。

②　信託財産は、マザーファンドを通じて日本を除く世界各国の国債、政府

関係機関債、社債、モーゲージ証券およびアセットバック証券等に投資

します。

③　ポートフォリオの平均格付は、ダブルA 格（ダブルA マイナス格を含み

ます。）相当以上を維持することを目指します。

④　マザーファンドの投資対象となる債券の格付は、組入れ時においてトリ

プルB 格（トリプルB マイナス格を含みます。）相当以上のものとしま

す。また、格付を取得していない債券に関しては、委託会社またはその

運用の外部委託先が前記格付相当以上であると判断した場合には、投資

することができるものとします。

⑤　実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わず、ブルーム

バーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く

日本、円ベース)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を

目指します。

⑥　ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナ

ル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー、

ゴールドマン・サックス（シンガポール）ピーティーイーおよびゴール

ドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピー

ティーイー・リミテッドに債券および通貨の運用（デリバティブ取引等

にかかる運用を含みます。）の指図に関する権限を委託します。

⑦　市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用

ができない場合があります。
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主な投資制限 ①　外貨建資産の組入れについては制限を設けません。

②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投

資割合は、信託財産の5％以下とします。

④　同一銘柄の債券への実質投資割合は、取得時において信託財産の5％以下

とします。ただし、国債、政府関係機関債および短期金融商品について

はかかる上限は適用されないものとします。

⑤　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の3％以下

とします。

⑥　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、

取得時において信託財産の3％以下とします。

⑦　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資

割合は、信託財産の5％以下とします。

⑧　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第

1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社

債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明

確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号お

よび第8号の定めがある新株予約権付社債を含め｢転換社債型新株予約権

付社債｣といいます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の

3％以下とします。

⑨　デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従

い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資

産総額を超えないものとします。

一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス

ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ

れ10％、合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合に

は、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内と

なるよう調整を行うこととします。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.5508％（税抜0.51％）

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料・資産を外国で保管する場合の費

用、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要

する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

受託会社 みずほ信託銀行株式会社

 

＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞

⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。

①　投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以

下同じ。）

イ）有価証券

ロ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
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ハ）金銭債権（イ）およびロ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

２）次に掲げる特定資産以外の資産

イ）為替手形

②　有価証券の指図範囲

委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第

2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する

ことができます。

１）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの

３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券

に限ります。）

４）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社

債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

なお、４）の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件

付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとしま

す。

③　金融商品の指図範囲

委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図

することができます。

１）預金

２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３）コール・ローン

４）手形割引市場において売買される手形

上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運

用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する

ことができます。

④　その他の投資対象と指図範囲

外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。

⑤　投資対象とする投資信託証券の概要

※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2016年10月末現在で委託会社が知りうる情報な

どを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。

 

＜１．三菱ＵＦＪ国際 海外債券オープン（適格機関投資家限定）＞

運用の基本方針

基本方針 利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

主な投資対象 三菱ＵＦＪ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象としま

す。このほか、日本を除く世界主要国の公社債に直接投資することがありま

す。
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投資方針 ①　三菱ＵＦＪ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券への投資を通じ

て、主として世界主要国（日本を除く）の公社債に投資を行います。

②　シティ世界国債インデックス（除く日本・円ベース）をベンチマークと

し、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。

③　運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カント

リーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、

利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指し

ます。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することによ

り、リスクのチェックとコントロールを行います。

④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑤　マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本としま

す。

⑥　市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が

あります。

主な投資制限 ①　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の

純資産総額の10％以下とします。

③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下

とします。

⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

⑥　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割

合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑦　外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

⑧　有価証券先物取引等を行うことができます。

⑨　スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

⑩　金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うこと

ができます。

⑪　外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.486％（税抜0.45％）

申込手数料 自由手数料（上限0％）（税抜）

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。

・監査法人に支払われるファンドの監査費用

・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用

・その他信託事務の処理にかかる諸費用　等

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじ

め金額または上限額等を記載することはできません。

その他

決算日 毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

 

＜２．ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。
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主な投資対象 海外アクティブ債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）

受益証券を主要投資対象とし、日本を除く世界の高格付けの債券に実質的に投

資します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。

投資方針 ①　債券への投資にあたっては、ソブリン債（日本を除く世界先進主要国が

発行する国債・政府保証債）を中心とした債券に実質的に投資をするこ

とを基本とします。

②　実質的に投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までと

します。

③　ポートフォリオのデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市

場全体のデュレーション±40％程度以内に維持することを基本としま

す。

④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないませ

ん。

⑤　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合が

あります。

主な投資制限 ①　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③　株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換お

よび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りま

す。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資

産総額の30％以内とします。

④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内と

します。

⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資

割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

⑥　投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信

託財産の純資産総額の5％以内とします。

⑦　信託財産の効率的な運用に資するため、公社債にかかる有価証券店頭オ

プション取引を利用することができます。

⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額

が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同

規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないませ

ん。

⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー

ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ

10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった

場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととし

ます。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して税込0.4806％（税抜0.445％）

申込手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンド

の監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに

要する費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年12月6日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
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受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

 

＜３．グローバル債券コア・ファンド（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

主な投資対象 ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート（除く日本）マザーファ

ンドの受益証券を主要投資対象とします。

投資方針 ①　主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ

比率を高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入

れ比率を引き下げる場合もあります。)。

②　信託財産は、マザーファンドを通じて日本を除く世界各国の国債、政府

関係機関債、社債、モーゲージ証券およびアセットバック証券等に投資

します。

③　ポートフォリオの平均格付は、ダブルA 格（ダブルA マイナス格を含み

ます。）相当以上を維持することを目指します。

④　マザーファンドの投資対象となる債券の格付は、組入れ時においてトリ

プルB 格（トリプルB マイナス格を含みます。）相当以上のものとしま

す。また、格付を取得していない債券に関しては、委託会社またはその

運用の外部委託先が前記格付相当以上であると判断した場合には、投資

することができるものとします。

⑤　実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わず、ブルーム

バーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く

日本、円ベース)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を

目指します。

⑥　ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナ

ル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー、

ゴールドマン・サックス（シンガポール）ピーティーイーおよびゴール

ドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピー

ティーイー・リミテッドに債券および通貨の運用（デリバティブ取引等

にかかる運用を含みます。）の指図に関する権限を委託します。

⑦　市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用

ができない場合があります。
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主な投資制限 ①　外貨建資産の組入れについては制限を設けません。

②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投

資割合は、信託財産の5％以下とします。

④　同一銘柄の債券への実質投資割合は、取得時において信託財産の5％以下

とします。ただし、国債、政府関係機関債および短期金融商品について

はかかる上限は適用されないものとします。

⑤　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の3％以下

とします。

⑥　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、

取得時において信託財産の3％以下とします。

⑦　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資

割合は、信託財産の5％以下とします。

⑧　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第

1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社

債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明

確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号お

よび第8号の定めがある新株予約権付社債を含め｢転換社債型新株予約権

付社債｣といいます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の

3％以下とします。

⑨　デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従

い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資

産総額を超えないものとします。

一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス

ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ

れ10％、合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合に

は、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内と

なるよう調整を行うこととします。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.5508％（税抜0.51％）

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料・資産を外国で保管する場合の費

用、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要

する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

受託会社 みずほ信託銀行株式会社

 

＜４．世界新興国ソブリン・ファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行うことを基本としま

す。

主な投資対象 「世界新興国ソブリン・マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいま

す。）の受益証券を主要投資対象とします。
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投資方針 ①　マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として現地通貨建ての新興

国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券（エマージング・マー

ケット債券）に投資します。

②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

③　JPモルガンGBI-EM Diversified指数（円ベース）をベンチマ－クとしま

す。

④　マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。

⑤　市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができ

ない場合があります。

主な投資制限 ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資

割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下と

します。

③　外貨建資産の組入れに制限は設けません。

④　為替予約は、純資産の範囲内で行います。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.9936％（税抜0.92％）

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの

監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

＜５．ＧＩＭ ＦＯＦs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 この投資信託は、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつこの投資信託

にかかる信託財産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
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主な投資対象 「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ（適格機関投資家専

用）」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象と

します。

 

※ご参考「マザーファンドの投資対象」

①　主要投資対象は、新興国の政府または政府機関の発行する債券とします。

「新興国」とは、信託約款第20条第１項に規定する者が、国内経済が成長

過程にあると判断する国をいいます（以下同じ）。また、「政府機関の発

行する債券」とは、政府機関により発行され、元本および利息の支払いに

ついて政府保証の付いた債券をいいます（以下同じ）。

②　上記①のほか、信託財産の純資産総額の20％を上限に、政府および政府機

関の発行する債券以外の、新興国に所在する発行体の発行する債券を投資

対象とします。

③　上記①および②のほか、一つまたは複数の新興国の発行体の信用リスクま

たは債券指数の収益率を主として反映する仕組債に投資する場合がありま

す。当該債券は、反映する信用リスクまたは債券指数の収益率を増大させ

る仕組みを持たないものに限ります。またその場合、当該債券の発行体の

格付は、信用リスクを反映しようとする発行体の格付（格付機関が公表す

るもの）または収益率を反映しようとする債券指数の格付（当該指数の作

成者が公表するもの）以上とします。当該債券への投資は、信託財産の純

資産総額の35％未満とします。

投資方針 ①　主として、マザーファンドの受益証券に投資します。

②　信託財産に属する外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い

ません。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替

ヘッジを行うことがあります。

 

※ご参考「マザーファンドの投資態度」

①　上記主な投資対象①、②および③に掲げる債券（以下「投資対象債券」

といいます。）に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託

財産の長期的な成長を目指した運用を行います。

②　投資対象債券は、主に当該債券発行国（なお、上記主な投資対象③に掲

げる仕組債に関しては、反映対象の信用リスクまたは収益率にかかる発

行体の所在国とします。）の現地通貨に基づく運用成果が得られるもの

とし、信託財産の純資産総額の75％以上をそのような債券に投資しま

す。

③　信託財産として保有する債券の平均格付は、ＢＢ－（Ｓ＆Ｐ社）または

Ｂａ３（ムーディーズ社）以上に維持します。平均格付の算出にあた

り、個々の債券の銘柄が上記の各格付機関から異なる格付を得ている場

合は、最も高い格付により判断し平均を算出します。信託約款第20条第

１項に定める者は上記のいずれの格付機関からも格付を付与されていな

い債券にも投資する場合がありますが、当該債券に投資した場合の平均

格付は、信託約款第20条第１項に定める者の判断により当該債券をＳ＆

Ｐ社またはムーディーズ社の格付にあてはめた上で算出します。

④　外貨建資産については、円貨に対する為替ヘッジを行いません。なお、

保有する債券について、円以外の通貨に対する為替ヘッジも原則として

行いませんが、市況に応じて信託約款第20条第１項に定める者が必要と

判断した場合は、その建値以外の通貨（円以外）に基づく為替リスクを

ヘッジするために、機動的に外国為替の売買の予約を行うことがありま

す。
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主な投資制限 ①　株式への実質投資割合（信託約款第16条第５項および第６項に基づき算

出したものをいいます。）は、信託財産の純資産総額（信託約款第８条

第２項に規定するものをいいます。以下同じ。）の10％以下とします。

②　投資信託証券（信託約款第16条第１項なお書きに規定するものをいい、

マザーファンドの受益証券は除きます。）への実質投資割合（信託約款

第16条第４項および第６項に基づき算出したものをいいます。）は、信

託財産の純資産総額の5％以下とします。

③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

④　有価証券先物取引等（信託約款第20条各項に定める取引をいいます。以

下同じ。）は、信託約款第20条の範囲で行います。

⑤　スワップ取引（金融商品取引法施行前の旧投資信託及び投資法人に関す

る法律施行規則（以下「旧投信法施行規則」といいます。）第４条第５

号に規定するものをいいます。以下同じ。）は、信託約款第21条の範囲

で行います。

⑥　金利先渡取引および為替先渡取引（旧投信法施行規則第４条第１号およ

び第２号に規定するものをいいます。以下同じ。）は、信託約款第22条

の範囲で行います。

⑦　デリバティブ取引（有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引

および為替先渡取引をいいます。以下同じ。）の利用は、ヘッジ目的に

限定しません。

⑧　デリバティブ取引ならびに信託約款第16条第１項第11号および第16号に

定める有価証券にかかる取引（以下あわせて「デリバティブ取引等」と

いいます。）を行う場合（マザーファンドを通じて実質的にデリバティ

ブ取引等を行う場合を含みます。）は、デリバティブ取引等による投資

についてのリスク量（以下「市場リスク量」といいます。）が、信託財

産の純資産総額の80％以内となるよう管理するものとします。ただし、

実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わ

ないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金

融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リ

スク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」

の算出方法のうち、内部管理モデル方式（バリュー・アット・リスク方

式）による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとしま

す。

 

（先物取引等の運用指図・目的・範囲）

委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避す

るため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引

所金融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引およ

び有価証券オプション取引、ならびに外国金融商品市場におけるこれらの

取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権

取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.7992％（税抜0.74％）

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンド

の監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎月26日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
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受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞

⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。

①　投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以

下同じ。）

イ）有価証券

ロ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

ハ）金銭債権（イ）およびロ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

２）次に掲げる特定資産以外の資産

イ）為替手形

②　有価証券の指図範囲

委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第

2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する

ことができます。

１）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの

３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券

に限ります。）

４）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社

債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

なお、４）の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件

付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとしま

す。

③　金融商品の指図範囲

委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図

することができます。

１）預金

２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３）コール・ローン

４）手形割引市場において売買される手形

上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運

用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する

ことができます。

④　その他の投資対象と指図範囲

外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。

⑤　投資対象とする投資信託証券の概要

※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2016年10月末現在で委託会社が知りうる情報な

どを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。

 

＜１．ダイワ／ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド（FOFs用）（適格機関投資家専

用）＞

運用の基本方針

基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

主な投資対象 世界（日本を除く、以下同じ）の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式

（上場予定および店頭登録予定を含みます。また、ＤＲ（預託証券）を含みま

す。）
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投資方針 ①　主として、世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行な

います。

※株式等にはDR、REIT、ETF、新株予約権証券および転換社債を含みま

す。

②　日本を除く世界の企業の中から、主として投下資本利益率の維持・改善に

焦点を当て、将来の投下資本利益率を考慮したうえで割安であると考えら

れる企業の株式等に投資します。

③　外貨建資産の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパ

ニー・エルエルピーに運用の指図にかかる権限を委託します。

④　株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

⑤　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

⑥　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激

な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の

規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

⑦　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と

するものです。

主な投資制限 ①　株式への投資割合には、制限を設けません。

②　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率1.0584％（税抜0.98％）

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの

監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 大和証券投資信託委託株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

＜２．シュローダー先進国外国株式ファンド（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 この証券投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。

主な投資対象 シュローダー外国株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま

す。）の受益証券を主要投資対象とします。ただし、市場動向等によって

は、直接株式等へ投資することがあります。
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投資方針 ①　マザーファンドへの投資を通じて、主としてＭＳＣＩコクサイインデッ

クスの構成国の株式等に実質的に投資することより、信託財産の成長を

めざして運用を行います。

②　運用にあたりましては、マザーファンドへの投資を通じて、ＭＳＣＩコ

クサイインデックス（円ベース）をベンチマークとして超過収益の獲得

を図ることを目的とします。

③　日本を除く世界各国の市場から、委託者が優良銘柄と判断し選択した銘

柄を実質的な主要投資対象とします。

④　マザーファンドへの投資を通じて、成長性を重視した銘柄選択を行いな

がら積極的に分散投資を行い、信託財産の成長をめざします。

⑤　株式等への実質組入比率は原則として高位でのぞむ方針ですが、ファン

ドの運用状況や市場動向等を勘案して弾力的に対応します。

⑥　マザーファンドへの投資を通じて、地域配分についてはトップダウン･ア

プローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ･アプローチに

より実質的な運用を行うことで、ベンチマークを上回るリターンをめざ

します。

⑦　実質的外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑧　資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があ

ります。

主な投資制限 ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。

②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の

純資産総額の20％以下とします。

③　投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とし

ます。ただし、マザーファンドの受益証券および金融商品取引所等に上

場等され、かつ当該金融商品取引所等において常時売却可能なものはそ

の計算の対象外とします。

④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下

とします。

⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

⑥　同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1

項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債

と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確

にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8

号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑦　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

⑧　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

⑨　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス

ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ

れ10％、合計で20％以下とすることとし、当該比率を超えることとなっ

た場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内

となるよう調整を行うこととします。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.864％（税抜0.80％）

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンド

の監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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その他

決算日 毎年5月20日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

＜３．アムンディ・グローバル株式マクロ・ファクター・ファンド（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いま

す。

主な投資対象 アムンディ・グローバル株式マクロ・ファクター・マザーファンド（以下「マ

ザーファンド」）の受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を除く

世界の株式に直接投資することがあります。

投資方針 ①　マザーファンドを通じて主として日本を除く世界の株式に投資することに

より、投資信託財産の成長を目指します。このほか、日本を除く世界の株

式に直接投資することがあります。

②　株式への投資にあたっては独自の運用モデルを活用します。マクロとミク

ロの両面から投資魅力度を判断するとともに、多角的な観点からリスクを

コントロールしたポートフォリオを構築します。

③　MSCI-KOKUSAIをベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資

成果を目標とします。

④　株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。

⑤　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑥　上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純

資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が

発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限 ①　株式への実質投資割合には制限を設けません。

②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以

下とします。

③　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

④　デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.486％(税抜き0.45％)

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.1％

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの

監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年5月15日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 アムンディ・ジャパン株式会社

受託会社 株式会社りそな銀行

 

＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞

⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。

①　投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以

下同じ。）
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イ）有価証券

ロ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

ハ）金銭債権（イ）およびロ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

２）次に掲げる特定資産以外の資産

イ）為替手形

②　有価証券の指図範囲

委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第

2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する

ことができます。

１）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの

３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券

に限ります。）

４）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社

債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

なお、４）の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件

付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとしま

す。

③　金融商品の指図範囲

委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図

することができます。

１）預金

２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３）コール・ローン

４）手形割引市場において売買される手形

上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運

用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する

ことができます。

④　その他の投資対象と指図範囲

外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。

⑤　投資対象とする投資信託証券の概要

※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2016年10月末現在で委託会社が知りうる情報な

どを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。

 

＜１．ダイワ／ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド（FOFs用）（適格機関投資家専

用）＞

運用の基本方針

基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

主な投資対象 世界（日本を除く、以下同じ）の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式

（上場予定および店頭登録予定を含みます。また、ＤＲ（預託証券）を含みま

す。）
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投資方針 ①　主として、世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行な

います。

※株式等にはDR、REIT、ETF、新株予約権証券および転換社債を含みま

す。

②　日本を除く世界の企業の中から、主として投下資本利益率の維持・改善に

焦点を当て、将来の投下資本利益率を考慮したうえで割安であると考えら

れる企業の株式等に投資します。

③　外貨建資産の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパ

ニー・エルエルピーに運用の指図にかかる権限を委託します。

④　株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

⑤　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

⑥　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激

な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の

規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

⑦　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と

するものです。

主な投資制限 ①　株式への投資割合には、制限を設けません。

②　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率1.0584％（税抜0.98％）

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの

監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 大和証券投資信託委託株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

＜２．シュローダー先進国外国株式ファンド（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 この証券投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。

主な投資対象 シュローダー外国株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま

す。）の受益証券を主要投資対象とします。ただし、市場動向等によって

は、直接株式等へ投資することがあります。
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投資方針 ①　マザーファンドへの投資を通じて、主としてＭＳＣＩコクサイインデッ

クスの構成国の株式等に実質的に投資することより、信託財産の成長を

めざして運用を行います。

②　運用にあたりましては、マザーファンドへの投資を通じて、ＭＳＣＩコ

クサイインデックス（円ベース）をベンチマークとして超過収益の獲得

を図ることを目的とします。

③　日本を除く世界各国の市場から、委託者が優良銘柄と判断し選択した銘

柄を実質的な主要投資対象とします。

④　マザーファンドへの投資を通じて、成長性を重視した銘柄選択を行いな

がら積極的に分散投資を行い、信託財産の成長をめざします。

⑤　株式等への実質組入比率は原則として高位でのぞむ方針ですが、ファン

ドの運用状況や市場動向等を勘案して弾力的に対応します。

⑥　マザーファンドへの投資を通じて、地域配分についてはトップダウン･ア

プローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ･アプローチに

より実質的な運用を行うことで、ベンチマークを上回るリターンをめざ

します。

⑦　実質的外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑧　資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があ

ります。

主な投資制限 ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。

②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の

純資産総額の20％以下とします。

③　投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とし

ます。ただし、マザーファンドの受益証券および金融商品取引所等に上

場等され、かつ当該金融商品取引所等において常時売却可能なものはそ

の計算の対象外とします。

④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下

とします。

⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

⑥　同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1

項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債

と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確

にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8

号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑦　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

⑧　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

⑨　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス

ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ

れ10％、合計で20％以下とすることとし、当該比率を超えることとなっ

た場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内

となるよう調整を行うこととします。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.864％（税抜0.80％）

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンド

の監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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その他

決算日 毎年5月20日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

＜３．アムンディ・グローバル株式マクロ・ファクター・ファンド（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いま

す。

主な投資対象 アムンディ・グローバル株式マクロ・ファクター・マザーファンド（以下「マ

ザーファンド」）の受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を除く

世界の株式に直接投資することがあります。

投資方針 ①　マザーファンドを通じて主として日本を除く世界の株式に投資することに

より、投資信託財産の成長を目指します。このほか、日本を除く世界の株

式に直接投資することがあります。

②　株式への投資にあたっては独自の運用モデルを活用します。マクロとミク

ロの両面から投資魅力度を判断するとともに、多角的な観点からリスクを

コントロールしたポートフォリオを構築します。

③　MSCI-KOKUSAIをベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資

成果を目標とします。

④　株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。

⑤　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑥　上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純

資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が

発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限 ①　株式への実質投資割合には制限を設けません。

②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以

下とします。

③　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

④　デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.486％(税抜き0.45％)

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.1％

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの

監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年5月15日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 アムンディ・ジャパン株式会社

受託会社 株式会社りそな銀行

 

＜４．アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 この投資信託は、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用

を行います。
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主な投資対象 主としてＡＢエマージング・グロース株式マザーファンド受益証券に投資し

ます。

投資方針 ①　主としてＡＢエマージング・グロース株式マザーファンド受益証券への

投資を通じて、新興国の株式に分散投資することにより、長期的な信託

財産の成長を目指します。

②　株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。

③　実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向

等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入っ

たとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等や

むを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合

があります。

主な投資制限 ①　株式への実質投資割合は、制限を設けません。

②　外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。

③　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお

いて信託財産の純資産総額の25％以内とします。

④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産

総額の10％以内とします。

⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、

取得時において信託財産の純資産総額の5％以内とします。

⑥　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資

割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。

⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める

ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額

を超えないものとします。

⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー

ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ

100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ

ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従

い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.9720％（税抜0.90％）

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.5％

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンド

の監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年5月29日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社

受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

 

＜５．シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドＦ（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 この証券投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いま

す。
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主な投資対象 シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド（以下「マ

ザーファンド」といいます。）受益証券を主要対象とします。ただし、市況

動向等によっては、株式等に直接投資することがあります。

投資方針 ①　主として、マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長

を目的に積極的な運用を行います。

②　投資にあたっては、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構

成国の株式を実質的な主要投資対象とします。ただし、投資対象はこれ

らの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合がありま

す。

③　運用にあたっては、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円

ベース）をベンチマークとします。

④　実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

⑤　株式等の実質組入比率については、原則としてフルインベストメントで

積極的な運用を行います。

⑥　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があ

ります。

主な投資制限 ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。

②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の

純資産総額の20％以下とします。

③　投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割

合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下

とします。

⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の5％以下とします。

⑥　同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1

項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債

と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確

にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8

号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑦　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

⑧　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

⑨　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス

ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ

れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ

た場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内

となるよう調整を行うこととします。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率1.0368％（税抜0.96％）

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3％

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンド

の監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年6月7日および12月7日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
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＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞

⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。

①　投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以

下同じ。）

イ）有価証券

ロ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

ハ）金銭債権（イ）およびロ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

２）次に掲げる特定資産以外の資産

イ）為替手形

②　有価証券の指図範囲

委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第

2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する

ことができます。

１）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの

３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券

に限ります。）

４）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社

債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

なお、４）の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件

付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとしま

す。

③　金融商品の指図範囲

委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図

することができます。

１）預金

２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３）コール・ローン

４）手形割引市場において売買される手形

上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運

用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する

ことができます。

④　その他の投資対象と指図範囲

外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。

⑤　投資対象とする投資信託証券の概要

※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2016年10月末現在で委託会社が知りうる情報な

どを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。

 

＜１．ダイワ・トピックス・ニュートラル（FOFs用）（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 マーケットの状況にかかわらず、安定した収益の確保をめざして運用を行な

います。

主な投資対象 ダイワ・バリュエーション・トピックス・マザーファンド（以下「マザー

ファンド」といいます。）の受益証券および株価指数先物取引
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投資方針 ①　「マーケット・ニュートラル戦略」を採用することにより、マーケット

の状況にかかわらず、安定した収益の確保をめざして運用を行ないま

す。

②　当ファンドにおける「マーケット・ニュートラル戦略」とは次のとおり

です。

１）現物株式のポートフォリオが有するTOPIX(東証株価指数)の動きに依存

して変動する要素（以下「マーケット・リスク」といいます。）を株

価指数先物取引の売建てを利用して可能な限りヘッジし、TOPIXの動き

の影響を受けにくい投資成果の獲得をめざします。

※株式と株価指数先物の価格変動の差異その他の事情により、マーケッ

ト・リスクが完全にヘッジできないことがあります。その他、値幅制

限やサーキットブレーカー制度など株価指数先物取引における取引を

規制する制度が適用されたあるいは適用される可能性が高まった場合

には、その差異が顕著になることが想定されます。また、そうした場

合には、株価指数先物取引の流動性が低下していることがあり、必要

な建玉数量の調整ができなくなることがあります。

２）マザーファンドの受益証券への投資は、通常の状態で信託財産の純資

産総額に対して70％程度から80％程度を基本とします。当該比率は、

株価指数先物取引の証拠金にも依存し、当該証拠金の額もしくは率が

変更された場合には、当該比率も変更となることがあります。

３）株価指数先物取引は、TOPIX先物取引を利用することを原則としますが

流動性その他を考慮して他の株価指数先物取引等を利用することがあ

ります。

③　株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該

他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託

の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則と

して、信託財産総額の50％以下とします。

④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急

激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財

産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

⑤　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的

とするものです。

主な投資制限 ①　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

②　株式への実質投資割合には、制限を設けません。

③　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資

割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④　外貨建資産への投資は、行ないません。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.4428％（税抜0.41％）

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンド

の監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年2月25日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 大和証券投資信託委託株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

 

＜２．ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家専用）＞
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運用の基本方針

基本方針 安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運

用を行います。

主な投資対象 ニッセイ安定収益追求 マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

なお、ニッセイクレジットキャリー マザーファンド受益証券および直接公社

債、株式等に投資を行う場合があります。

投資方針 ①　主として、ニッセイ安定収益追求 マザーファンド受益証券を通じて、実

質的に国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保お

よび信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。なお、ニッ

セイクレジットキャリー マザーファンド受益証券を通じて、実質的に国

内外の社債等に投資を行うことがあります。

②　国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資

産のリスク水準等に応じて、変更を行います。

③　実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの

抑制を図ります。なお、実質組入外貨建資産の外貨のエクスポージャー

は、市場環境およびリスク水準等に応じて変更を行いますが、原則とし

て、信託財産の純資産総額の30％以下とします。

④　安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、金利スワップ取引、

債券先物取引および株価指数先物取引等のデリバティブ取引を実質的に

活用する場合があります。

⑤　上記親投資信託の受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。

⑥　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があ

ります。

主な投資制限 ①　株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託

財産の純資産総額の30％以下とします。

②　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合

は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

④　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

⑤　デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。

⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス

ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ

れ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ

た場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内

となるよう調整を行うこととします。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.4752％（税抜0.44％）

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンド

の監査費用（純資産総額に対して0.0108％（税抜0.01％）を上限）および信

託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年6月24日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社

受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
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＜３．グローバル・ボンドアルファ戦略ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）＞

運用の基本方針

基本方針 この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運

用を行います。

主な投資対象 ＤＩＡＭグローバル・ボンドアルファ戦略（積極型）マザーファンド受益証

券を主要投資対象とします。

投資方針 ①　主として、ＤＩＡＭグローバル・ボンドアルファ戦略（積極型）マザー

ファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を

通じて、実質的に国内外の債券先物取引を用いたロングショート戦略に

より、絶対収益の獲得をめざします。

②　マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。

③　実質外貨建て資産については、原則として為替フルヘッジを行います。

④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があ

ります。

⑤　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的

とするものです。

主な投資制限 ・マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。

・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％未満とします。

・マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きま

す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

・スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用

はヘッジ目的に限らず行うことができます。

・一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー

ジャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則としてそれぞれ

10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場

合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となる

よう調整を行うこととします。

ファンドに係る費用

信託報酬 純資産総額に対して年率0.5238％（税抜0.485％）

申込手数料 販売会社が定めます。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンド

の監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年6月10日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 アセットマネジメントOne株式会社

受託会社 みずほ信託銀行株式会社

 

＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞

ＲＡＭ国内リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の不動産投資信託証

券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）に直接投資すること

があります。

①　投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの

とします。
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１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以

下同じ。）

イ）有価証券

ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21

条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）

ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

２）次に掲げる特定資産以外の資産

イ）為替手形

②　有価証券の指図範囲

委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」の受益証券、ならび

に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利

を除きます。）に投資することを指図することができます。

１）株券または新株引受権証書

２）国債証券

３）地方債証券

４）特別の法律により法人の発行する債券

５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権

付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも

のをいいます。）

８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま

す。）

９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条

第1項第8号で定めるものをいいます。）

10）コマーシャル・ペーパー

11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新

株予約権証券

12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す

るもの

13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま

す。）

14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第

11号で定めるものをいいます。）

15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有

価証券にかかるものに限ります。）

17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

18）外国法人が発行する譲渡性預金証書

19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）

20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性

質を有するもの

なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性

質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券

ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公

社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）

を以下「投資信託証券」といいます。

③　金融商品の指図範囲

委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図

することができます。
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１）預金

２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３）コール・ローン

４）手形割引市場において売買される手形

５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの

上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運

用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する

ことができます。

④　その他の投資対象と指図範囲

信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有

価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。

 

《参考情報》

◆投資対象とするマザーファンドの概要

＜ＲＡＭ国内リートマザーファンド＞

運用の基本方針

基本方針 この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を

めざして運用を行います。

主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。

・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般

社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）

投資方針 ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資

信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投

資成果をめざして運用を行います。なお、運用の効率化をはかるため、

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託

証券）または不動産投信指数先物取引を活用することがあります。

②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、

通常の状態で高位に維持することを基本とします。

③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に

支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得

ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま

す。

主な投資制限 ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。

②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において

信託財産の純資産総額の20％以下とします。

③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託

財産の純資産総額の5％以下とします。

④　外貨建資産への投資は、行いません。

⑤　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい

て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資

産総額を超えないものとします。

⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー

ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ

の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ

ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い

当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

収益分配 収益分配は行いません。

ファンドに係る費用
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信託報酬 ありません。

申込手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、

信託財産に関する租税など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社

受託会社 株式会社りそな銀行

 

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞

ＲＡＭ先進国リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の不

動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）、不

動産関連株式および不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に

直接投資することがあります。

①　投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以

下同じ。）

イ）有価証券

ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21

条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）

ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

２）次に掲げる特定資産以外の資産

イ）為替手形

②　有価証券の指図範囲

委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＡＭ先進国リートマザーファンド」の受益証券、なら

びに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権

利を除きます。）に投資することを指図することができます。

１）株券または新株引受権証書

２）国債証券

３）地方債証券

４）特別の法律により法人の発行する債券

５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権

付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも

のをいいます。）

８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま

す。）

９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条

第1項第8号で定めるものをいいます。）

10）コマーシャル・ペーパー

11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新

株予約権証券

12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す

るもの

13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま

す。）
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14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第

11号で定めるものをいいます。）

15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有

価証券にかかるものに限ります。）

17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

18）外国法人が発行する譲渡性預金証書

19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）

20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性

質を有するもの

なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性

質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券

ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公

社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）

を以下「投資信託証券」といいます。

③　金融商品の指図範囲

委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図

することができます。

１）預金

２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３）コール・ローン

４）手形割引市場において売買される手形

５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの

上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運

用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する

ことができます。

④　その他の投資対象と指図範囲

信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡

取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと

ができます。

 

《参考情報》

◆投資対象とするマザーファンドの概要

＜ＲＡＭ先進国リートマザーファンド＞

運用の基本方針

基本方針 この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算

ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。

・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され

ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託

証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい

ます。）

・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され

ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式

・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投

資信託証券）
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投資方針 ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先

進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場

投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当

込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い

ます。なお、運用の効率化をはかるため、海外の金融商品取引市場に上

場する指数先物取引を活用することがあります。

②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、

通常の状態で高位に維持することを基本とします。

③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。

④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に

支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得

ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま

す。

主な投資制限 ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。

②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において

信託財産の純資産総額の20％以下とします。

③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託

財産の純資産総額の5％以下とします。

④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

⑤　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい

て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資

産総額を超えないものとします。

⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス

ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー

ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ

の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ

ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い

当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

収益分配 収益分配は行いません。

ファンドに係る費用

信託報酬 ありません。

申込手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、

信託財産に関する租税など。

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社

受託会社 株式会社りそな銀行

 

（３）【運用体制】

①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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＊国内リートインデックスオープン、先進国リートインデックスオープンは除きます。

※コンプライアンス・リスク管理委員会は５名程度、運用委員会は５名程度で構成されています。

 

②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ

スクの管理を行っています。

 

③　ファンドの関係法人に対する管理体制

委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など

を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より

受け取っております。

 

※上記の運用体制は、平成28年9月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（４）【分配方針】

①　収益分配方針

原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
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１）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価額を含みます。）等とします。

２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が

少額の場合には、分配を行わないことがあります。

３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金

額について示唆、保証するものではありません。

②　収益分配金の支払い

＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞

原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。

＜分配金受取りコース（一般コース）＞

毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま

で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

（５）【投資制限】

①　約款に定める投資制限

＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞

１）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

２）株式への直接投資は行いません。

３）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

４）デリバティブの直接利用は行いません。

５）投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが

ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以内とします。

６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と

して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場

合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと

します。

７）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合

には、制約されることがあります。

８）外国為替予約取引の指図および範囲

委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の

売買の予約を指図することができます。

９）資金の借入れ

１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資

金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目

的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を

もって有価証券等の運用は行わないものとします。

２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信

託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、

もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該

有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

 

＜ＦＷりそな国内株式アクティブファンド＞

１）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

２）株式への直接投資は行いません。

３）外貨建資産への投資は行いません。
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４）デリバティブの直接利用は行いません。

５）投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが

ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以内とします。

６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と

して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場

合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと

します。

７）資金の借入れ

１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資

金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目

的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を

もって有価証券等の運用は行わないものとします。

２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信

託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、

もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該

有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

 

＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞

１）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

２）株式への直接投資は行いません。

３）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

４）デリバティブの直接利用は行いません。

５）投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが

ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以内とします。

６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と

して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場

合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと

します。

７）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合

には、制約されることがあります。

８）外国為替予約取引の指図および範囲

委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の

売買の予約を指図することができます。

９）資金の借入れ

１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資

金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目

的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を

もって有価証券等の運用は行わないものとします。

２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信

託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、

もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該

有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
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業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

 

＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞

１）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

２）株式への直接投資は行いません。

３）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

４）デリバティブの直接利用は行いません。

５）投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが

ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以内とします。

６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と

して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場

合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと

します。

７）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合

には、制約されることがあります。

８）外国為替予約取引の指図および範囲

委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の

売買の予約を指図することができます。

９）資金の借入れ

１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資

金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目

的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を

もって有価証券等の運用は行わないものとします。

２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信

託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、

もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該

有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

 

＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞

１）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

２）株式への直接投資は行いません。

３）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

４）デリバティブの直接利用は行いません。

５）投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが

ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以内とします。

６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と

して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場

合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと

します。

７）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合

には、制約されることがあります。

８）外国為替予約取引の指図および範囲
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委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の

売買の予約を指図することができます。

９）資金の借入れ

１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資

金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目

的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を

もって有価証券等の運用は行わないものとします。

２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信

託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、

もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該

有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

 

＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞

１）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

２）株式への直接投資は行いません。

３）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

４）デリバティブの直接利用は行いません。

５）投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが

ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以内とします。

６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と

して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場

合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと

します。

７）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合

には、制約されることがあります。

８）外国為替予約取引の指図および範囲

委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の

売買の予約を指図することができます。

９）資金の借入れ

１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資

金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目

的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を

もって有価証券等の運用は行わないものとします。

２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信

託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、

もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該

有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

 

＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞

１）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

２）株式への直接投資は行いません。

３）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
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４）デリバティブの直接利用は行いません。

５）投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが

ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以内とします。

６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と

して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場

合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと

します。

７）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合

には、制約されることがあります。

８）外国為替予約取引の指図および範囲

委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の

売買の予約を指図することができます。

９）資金の借入れ

１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資

金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目

的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を

もって有価証券等の運用は行わないものとします。

２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信

託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、

もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該

有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

 

＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞

１）不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。

２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。

３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合

は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

４）外貨建資産への投資は、行いません。

５）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方

法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と

して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場

合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと

します。

８）投資する株式等の範囲

１．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引

所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引

されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ

り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

２．前記１．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約

権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が

投資することを指図することができるものとします。

９）信用取引の指図範囲
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１．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け

ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは

買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

２．前記１．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと

ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

ロ）株式分割により取得する株券

ハ）有償増資により取得する株券

ニ）売出しにより取得する株券

ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第

236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株

予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前

の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の

新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信

託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの

を除きます。）の行使により取得可能な株券

10）先物取引等の運用指図および範囲

１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に

おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同

じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま

す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる

ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取

引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含

めるものとします（以下同じ。）。

イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象

とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま

す。

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有

価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受

取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券

および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託

財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか

かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと

し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第

16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ

ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回

らない範囲内とします。

２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に

おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが

国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま

す。

イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と

する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに

約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下

「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限

月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号

から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計

額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規

定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資

EDINET提出書類

りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 76/121



産総額の5％を上回らない範囲内とします。

11）スワップ取引の運用指図および範囲

１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異

なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま

す。）を行うことの指図をすることができます。

２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも

のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで

はありません。

３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ

ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな

した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、

信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上

記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ

ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約

を指図するものとします。

４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託

財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の

総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益

証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保

の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

12）金利先渡取引の運用指図および範囲

１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの

指図をすることができます。

２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの

とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは

ありません。

３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ

ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな

した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、

信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対

象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において

「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信

託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金

利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった

場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する

ものとします。

４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託

財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の

総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益

証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる

ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信

託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め

る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保

の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

13）有価証券の貸付けの指図および範囲

１．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信

託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の

時価合計額を超えないものとします。
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ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有

する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産

で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に

相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと

します。

14）資金の借入れ

１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資

金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目

的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を

もって有価証券等の運用は行わないものとします。

２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信

託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、

もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該

有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

 

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞

１）不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。

２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

20％以下とします。

３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合

は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

５）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方

法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と

して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場

合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと

します。

８）投資する株式等の範囲

１．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引

所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引

されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ

り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

２．前記１．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約

権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が

投資することを指図することができるものとします。

９）信用取引の指図範囲

１．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け

ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは

買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

２．前記１．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと

ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

ロ）株式分割により取得する株券
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ハ）有償増資により取得する株券

ニ）売出しにより取得する株券

ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第

236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株

予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前

の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の

新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信

託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの

を除きます。）の行使により取得可能な株券

10）先物取引等の運用指図および範囲

１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に

おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同

じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま

す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる

ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取

引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含

めるものとします（以下同じ。）。

イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象

とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま

す。

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有

価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受

取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券

および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託

財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか

かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと

し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第

16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ

ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回

らない範囲内とします。

２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に

おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ

びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約

と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ

ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す

るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める

ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の

範囲内とします。

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約

と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計

額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す

る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総

額の5％を上回らない範囲内とします。

３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に

おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ

らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と

する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに

約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
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「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限

月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号

から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」

といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外

貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以

下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受

益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融

商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る

外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計

額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規

定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資

産総額の5％を上回らない範囲内とします。

11）スワップ取引の運用指図および範囲

１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異

なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す

る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも

のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで

はありません。

３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ

ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな

した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、

信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上

記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ

ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約

を指図するものとします。

４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託

財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の

総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益

証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保

の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲

１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利

先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託

期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ

いてはこの限りではありません。

３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ

ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな

した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、

信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対

象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において

「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信

託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金

利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった

場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する

ものとします。

４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ

ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
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した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、

信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資

産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総

額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ

り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保

有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超

える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取

引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか

かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総

額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい

ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時

価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対

象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める

信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと

します。

７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と

認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

13）有価証券の貸付けの指図および範囲

１．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信

託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の

時価合計額を超えないものとします。

ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有

する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産

で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に

相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと

します。

14）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合

には、制約されることがあります。

15）外国為替予約取引の指図および範囲

委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産

の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価

総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を

いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指

図することができます。

16）資金の借入れ

１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資

金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目

的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を

もって有価証券等の運用は行わないものとします。

２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信

託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、

もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該

有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

 

②　法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権

の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

３【投資リスク】

（１）ファンドのリスク

＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用

により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失

を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、

当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。

 

①　市場リスク

・金利（債券価格）変動リスク

債券の価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が値

下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。

・為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ

ンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることとしていますが、為替変動リ

スクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響をうけ、基準価額が下落する場合がありま

す。また為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコ

ストがかかります。

②　信用リスク

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま

たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる

ことにより、基準価額の下落要因となります。

③　流動性リスク

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が

低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期

待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下

落する要因となります。

④　カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設

や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その

ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。

 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

 

（その他の留意点）

①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用

はありません。

②分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が

下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準

を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま

す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに

相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが

小さかった場合も同様です。
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③ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ

ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

＜ＦＷりそな国内株式アクティブファンド＞

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用

により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失

を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、

当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。

 

①　市場リスク

・株価変動リスク

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給それらに関する外部評価の変化

等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

②　信用リスク

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま

たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる

ことにより、基準価額の下落要因となります。

③　流動性リスク

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が

低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期

待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下

落する要因となります。

 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

 

（その他の留意点）

①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用

はありません。

②分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が

下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準

を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま

す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに

相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが

小さかった場合も同様です。

③ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ

ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用

により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失

を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、

当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。

 

①　市場リスク

・金利（債券価格）変動リスク

債券の価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が値

下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。

・為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ

EDINET提出書類

りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 83/121



ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に

は、基準価額の下落要因となります。

②　信用リスク

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま

たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる

ことにより、基準価額の下落要因となります。

③　流動性リスク

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が

低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期

待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下

落する要因となります。

④　カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設

や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その

ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。

 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

 

（その他の留意点）

①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用

はありません。

②分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が

下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準

を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま

す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに

相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが

小さかった場合も同様です。

③ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ

ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用

により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失

を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、

当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。

 

①　市場リスク

・金利（債券価格）変動リスク

債券の価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が値

下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。

・為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ

ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に

は、基準価額の下落要因となります。

②　信用リスク

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま

たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる

ことにより、基準価額の下落要因となります。

③　流動性リスク

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が

低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
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待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下

落する要因となります。

④　カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設

や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その

ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。

 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

 

（その他の留意点）

①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用

はありません。

②分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が

下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準

を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま

す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに

相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが

小さかった場合も同様です。

③ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ

ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用

により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失

を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、

当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。

 

①　市場リスク

・株価変動リスク

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給それらに関する外部評価の変化

等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

・為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ

ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に

は、基準価額の下落要因となります。

②　信用リスク

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま

たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる

ことにより、基準価額の下落要因となります。

③　流動性リスク

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が

低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期

待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下

落する要因となります。

④　カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設

や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その

ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。

 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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（その他の留意点）

①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用

はありません。

②分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が

下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準

を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま

す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに

相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが

小さかった場合も同様です。

③ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ

ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用

により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失

を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、

当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。

 

①　市場リスク

・株価変動リスク

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給それらに関する外部評価の変化

等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

・為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ

ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に

は、基準価額の下落要因となります。

②　信用リスク

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま

たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる

ことにより、基準価額の下落要因となります。

③　流動性リスク

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が

低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期

待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下

落する要因となります。

④　カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設

や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その

ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。

 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

 

（その他の留意点）

①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用

はありません。

②分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が

下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準

を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま

す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに

相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが

小さかった場合も同様です。
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③ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ

ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用

により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失

を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、

当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。

 

①　市場リスク

・株価変動リスク

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給それらに関する外部評価の変化

等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

・金利（債券価格）変動リスク

債券の価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が値

下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。

・為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ

ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に

は、基準価額の下落要因となります。

②　信用リスク

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま

たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる

ことにより、基準価額の下落要因となります。

③　流動性リスク

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が

低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期

待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下

落する要因となります。

④　カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設

や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その

ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。

⑤　デリバティブ取引のリスク

実質的に組入れている先物やオプション、スワップなどのデリバティブ取引の以下のようなリスク

が顕在化した場合、基準価額の下落要因となります。

・信用リスク：デリバティブの取引相手が倒産などによって当初の契約通りの取引を実行できなく

なる可能性があります。

・価格変動リスク：証拠金を積むなどによってレバレッジを効かせた結果、原資産の価格変動より

デリバティブの価格変動が大きくなる可能性があります。

・流動性リスク：デリバティブの流動性の低下によって、理論価格よりも不利な価格でしか反対取

引ができなかったり、反対取引自体ができない可能性があります。

 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

 

（その他の留意点）

①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用

はありません。

②分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が

下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準

を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
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す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに

相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが

小さかった場合も同様です。

③ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ

ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用

により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失

を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、

当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。

 

①　市場リスク

・リートの価格変動リスク

リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係

法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響

を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

②　信用リスク

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま

たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる

ことにより、基準価額の下落要因となります。

③　流動性リスク

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が

低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期

待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下

落する要因となります。

 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

 

（その他の留意点）

①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以下、当項目にお

いて「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由か

ら、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。

・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組入れない場合や、指数を構成する銘柄以

外の銘柄や先物を組入れる場合があること。

・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され

る有価証券等の時価と一致しない場合があること。

・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用

負担が発生すること。

②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用

はありません。

③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ

ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた

場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド

の基準価額に影響をおよぼすことがあります。

④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が

下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準

を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま

す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに

相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが

小さかった場合も同様です。
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⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ

ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用

により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失

を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、

当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。

 

①　市場リスク

・リートの価格変動リスク

リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係

法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響

を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

・為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ

ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に

は、基準価額の下落要因となります。

②　信用リスク

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま

たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる

ことにより、基準価額の下落要因となります。

③　流動性リスク

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が

低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期

待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下

落する要因となります。

④　カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設

や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その

ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。

 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

 

（その他の留意点）

①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算

ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しま

すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま

す。

・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組入れない場合や、指数を構成する銘柄以

外の銘柄や先物を組入れる場合があること。

・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され

る有価証券等の時価と一致しない場合があること。

・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為

替レートと一致しない場合があること。

・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用

負担が発生すること。

②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用

はありません。

③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ

ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
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場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド

の基準価額に影響をおよぼすことがあります。

④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が

下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準

を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま

す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに

相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが

小さかった場合も同様です。

⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ

ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

（２）リスク管理体制

○委託会社における投資リスクに対する管理体制

①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定

期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。また、運用ガイドライン等の遵

守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告し

ます。

②運用委員会は、運用実績等を統括し運用部に対する管理・指導を行い、コンプライアンス・リスク管理

委員会では、審議事項を代表取締役または取締役会に報告を行います。

 

※上記体制は平成28年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

ありません。

（２）【換金（解約）手数料】
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①　換金手数料

　　ありません。

②　信託財産留保額

　　ありません。

（３）【信託報酬等】

＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞

①　信託報酬

信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞

当ファンド 0.351％（税抜0.325％）

投資対象とする投資信託証券

新発10年国債利回りが１％未満の場合

0.3321％（税抜0.3075％）程度
＊

新発10年国債利回りが１％以上２％未満の場合

0.3591％（税抜0.3325％）程度
＊

実質的負担

新発10年国債利回りが１％未満の場合

0.6831％（税抜0.6235％）程度

新発10年国債利回りが１％以上２％未満の場合

0.7101％（税抜0.6575％）程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.351％（税抜

0.325％）の率を乗じて得た額とします。

＊当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この

値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組み入れ状況によって±0.14％程度変動

しますので実質的な信託報酬も変動します。また日々の純資産総額に応じても変動します。

※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針

－（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投

資信託証券の変更などにより変動します。

②　信託報酬の配分

当ファンドの信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率

合計 委託会社 販売会社 受託会社

0.325％ 0.270％ 0.030％ 0.025％

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社（株式会社大和ファンド・コンサルティング）に対す

る報酬が含まれております。

 

＜ＦＷりそな国内株式アクティブファンド＞

①　信託報酬

信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞

当ファンド 0.351％（税抜0.325％）

投資対象とする投資信託証券 0.6570％（税抜0.6084％）程度
＊

実質的負担 1.0080％（税抜0.9334％）程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.351％（税抜

0.325％）の率を乗じて得た額とします。

＊当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この

値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組み入れ状況によって±0.09％程度変動

しますので実質的な信託報酬も変動します。

※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針

－（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
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※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投

資信託証券の変更などにより変動します。

②　信託報酬の配分

当ファンドの信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率

合計 委託会社 販売会社 受託会社

0.325％ 0.270％ 0.030％ 0.025％

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社（株式会社大和ファンド・コンサルティング）に対す

る報酬が含まれております。

 

＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞

①　信託報酬

信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞

当ファンド 0.351％（税抜0.325％）

投資対象とする投資信託証券 0.5058％（税抜0.4684％）程度
＊

実質的負担 0.8568％（税抜0.7934％）程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.351％（税抜

0.325％）の率を乗じて得た額とします。

＊当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この

値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組み入れ状況によって±0.05％程度変動

しますので実質的な信託報酬も変動します。

※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針

－（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投

資信託証券の変更などにより変動します。

②　信託報酬の配分

当ファンドの信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率

合計 委託会社 販売会社 受託会社

0.325％ 0.270％ 0.030％ 0.025％

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社（株式会社大和ファンド・コンサルティング）に対す

る報酬が含まれております。

 

＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞

①　信託報酬

信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞

当ファンド 0.351％（税抜0.325％）

投資対象とする投資信託証券 0.6621％（税抜0.6130％）程度
＊

実質的負担 1.0131％（税抜0.9380％）程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.351％（税抜

0.325％）の率を乗じて得た額とします。

＊当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この

値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組み入れ状況によって±0.34％程度変動

しますので実質的な信託報酬も変動します。

※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針

－（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
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資信託証券の変更などにより変動します。

②　信託報酬の配分

当ファンドの信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率

合計 委託会社 販売会社 受託会社

0.325％ 0.270％ 0.030％ 0.025％

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社（株式会社大和ファンド・コンサルティング）に対す

る報酬が含まれております。

 

＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞

①　信託報酬

信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞

当ファンド 0.351％（税抜0.325％）

投資対象とする投資信託証券 0.8028％（税抜0.7434％）程度
＊

実質的負担 1.1538％（税抜1.0684％）程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.351％（税抜

0.325％）の率を乗じて得た額とします。

＊当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この

値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組み入れ状況によって±0.32％程度変動

しますので実質的な信託報酬も変動します。

※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針

－（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投

資信託証券の変更などにより変動します。

②　信託報酬の配分

当ファンドの信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率

合計 委託会社 販売会社 受託会社

0.325％ 0.270％ 0.030％ 0.025％

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社（株式会社大和ファンド・コンサルティング）に対す

る報酬が含まれております。

 

＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞

①　信託報酬

信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞

当ファンド 0.351％（税抜0.325％）

投資対象とする投資信託証券 0.8835％（税抜0.8180％）程度
＊

実質的負担 1.2345％（税抜1.1430％）程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.351％（税抜

0.325％）の率を乗じて得た額とします。

＊当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この

値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組み入れ状況によって±0.40％程度変動

しますので実質的な信託報酬も変動します。

※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針

－（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投

資信託証券の変更などにより変動します。

EDINET提出書類

りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 95/121



②　信託報酬の配分

当ファンドの信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率

合計 委託会社 販売会社 受託会社

0.325％ 0.270％ 0.030％ 0.025％

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社（株式会社大和ファンド・コンサルティング）に対す

る報酬が含まれております。

 

＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞

①　信託報酬

信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞

当ファンド 0.351％（税抜0.325％）

投資対象とする投資信託証券 0.4806％（税抜0.4450％）程度
＊

実質的負担 0.8316％（税抜0.7700％）程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.351％（税抜

0.325％）の率を乗じて得た額とします。

＊当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この

値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組み入れ状況によって±0.05％程度変動

しますので実質的な信託報酬も変動します。

※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針

－（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投

資信託証券の変更などにより変動します。

②　信託報酬の配分

当ファンドの信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率

合計 委託会社 販売会社 受託会社

0.325％ 0.270％ 0.030％ 0.025％

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社（株式会社大和ファンド・コンサルティング）に対す

る報酬が含まれております。

 

＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞

①　信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た

額とします。

＜ＦＷりそな国内リートインデックスオープン＞

年率0.324％（税抜0.300％）

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞

年率0.432％（税抜0.400％）

②　信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

ファンド
信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率

合計 委託会社 販売会社 受託会社

ＦＷりそな国内リートインデック

スオープン
0.300％ 0.240％

0.030％ 0.030％
ＦＷりそな先進国リートインデッ

クスオープン
0.400％ 0.340％
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※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

 

《支払先の役務の内容》

支払先 主な役務

委託会社 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価

販売会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報

提供等の対価

受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

 

《支払時期》

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終

了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産か

ら支払います。

（４）【その他の手数料等】

①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期

間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、

および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会

社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に

信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）

③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受

益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該

借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。

④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生

じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担

とし、当該益金から支払われます。

⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該

諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま

す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。

※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ

の計算方法の概要等を記載することができません。

 

○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

することができません。

○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に

示すことができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①　個人受益者の場合

１）収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％

および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ

かを選択することもできます。

２）解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）
＊
については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ

び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴

収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
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方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま

す。）を控除した利益

※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場

株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益

通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利

子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算

が可能です。

②　法人受益者の場合

１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について

は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された

税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

２）益金不算入制度の適用

原則として、益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③　個別元本

１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ

ん。）が個別元本になります。

２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した

値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法

が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元

本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

２）受益者が収益分配金を受け取る際

イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場

合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益

分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から

元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益

者の個別元本となります。
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※上記は平成28年9月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが

変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧

めします。

５【運用状況】

（１）【投資状況】

該当事項はありません。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

該当事項はありません。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】
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該当事項はありません。

②【分配の推移】

該当事項はありません。

③【収益率の推移】

該当事項はありません。

（４）【設定及び解約の実績】

該当事項はありません。

≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（１）申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

（２）コースの選択

収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取

りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。

＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞

収益分配金を自動的に再投資するコースです。

＜分配金受取りコース（一般コース）＞

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

（３）申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

（４）取扱時間

原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な

お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

（５）取得申込不可日
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販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は

行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞

・ニューヨークの銀行の休業日

・ニューヨーク証券取引所の休業日

・ロンドンの銀行の休業日

・ロンドン証券取引所の休業日

＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞

・ニューヨークの銀行の休業日

・ニューヨーク証券取引所の休業日

・ロンドンの銀行の休業日

・ロンドン証券取引所の休業日

・香港の銀行の休業日

・香港証券取引所の休業日

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞

・ニューヨークの銀行の休業日

・ニューヨーク証券取引所の休業日

・ロンドンの銀行の休業日

・ロンドン証券取引所の休業日

・シドニーの銀行の休業日

・オーストラリア証券取引所の休業日

（６）申込金額

ＦＷりそな円建債券アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（当初申込期間中は1

口当たり1円）に取得申込口数を乗じて得た額です。

ＦＷりそな国内株式アクティブファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は1口

当たり1円）に取得申込口数を乗じて得た額です。

ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（当初申込期間中

は1口当たり1円）に取得申込口数を乗じて得た額です。

ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（当初申

込期間中は1口当たり1円）に取得申込口数を乗じて得た額です。

ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（当初申込期間中

は1口当たり1円）に取得申込口数を乗じて得た額です。

ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（当初申

込期間中は1口当たり1円）に取得申込口数を乗じて得た額です。

ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド：取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（当初申込期間中は1

口当たり1円）に取得申込口数を乗じて得た額です。

ＦＷりそな国内リートインデックスオープン：取得申込受付日の基準価額（当初申込期間中は1口当たり

1円）に取得申込口数を乗じて得た額です。

ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン：取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間

中は1口当たり1円）に取得申込口数を乗じて得た額です。

（７）申込単位

最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ

ください。

（８）申込代金の支払い

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。

（９）受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所
＊
における取引の停止、外国為替取引の停止（「国内株アクティブ」およ

び「国内リートインデックスオープン」を除きます。）、決済機能の停止、その他やむを得ない事情が
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あるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消

すことができます。

＊金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ

に規定する外国金融商品市場をいいます。

２【換金（解約）手続等】

（１）解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

（２）取扱時間

原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な

お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

（３）解約請求不可日

販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な

いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

＜ＦＷりそな円建債券アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド＞

＜ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド＞

・ニューヨークの銀行の休業日

・ニューヨーク証券取引所の休業日

・ロンドンの銀行の休業日

・ロンドン証券取引所の休業日

＜ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド＞

・ニューヨークの銀行の休業日

・ニューヨーク証券取引所の休業日

・ロンドンの銀行の休業日

・ロンドン証券取引所の休業日

・香港の銀行の休業日

・香港証券取引所の休業日

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン＞

・ニューヨークの銀行の休業日

・ニューヨーク証券取引所の休業日

・ロンドンの銀行の休業日

・ロンドン証券取引所の休業日

・シドニーの銀行の休業日

・オーストラリア証券取引所の休業日

（４）解約制限

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約

には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ

い。

（５）解約価額

ＦＷりそな円建債券アクティブファンド：解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。

ＦＷりそな国内株式アクティブファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド：解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。

ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド：解約請求受付日の翌々営業日の基準価額としま

す。

ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド：解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。

ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド：解約請求受付日の翌々営業日の基準価額としま

す。

ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド：解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。

ＦＷりそな国内リートインデックスオープン：解約請求受付日の基準価額とします。
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ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

 

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）

ホームページ アドレス：http://www.resona-am.co.jp/

 

（６）手取額

１口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。

※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。

詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

（７）解約単位

最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ

い。

（８）解約代金の支払い

ＦＷりそな円建債券アクティブファンド：原則として、解約請求受付日から起算して７営業日目からお

支払いします。

ＦＷりそな国内株式アクティブファンド：原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目からお

支払いします。

ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド：原則として、解約請求受付日から起算して８営業日目から

お支払いします。

ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド：原則として、解約請求受付日から起算して８営業

日目からお支払いします。

ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド：原則として、解約請求受付日から起算して８営業日目から

お支払いします。

ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド：原則として、解約請求受付日から起算して８営業

日目からお支払いします。

ＦＷりそな絶対収益アクティブファンド：原則として、解約請求受付日から起算して８営業日目からお

支払いします。

ＦＷりそな国内リートインデックスオープン：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目か

らお支払いします。

ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目

からお支払いします。

（９）受付の中止および取消

・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止（「国内株アクティブ」および

「国内リートインデックスオープン」を除きます。）、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があ

るときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことがで

きます。

・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で

きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基

準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約

請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①　基準価額の算出

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。

・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を評価して得た信託財

産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
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いいます。なお、ファンドは１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

②　有価証券などの評価基準

・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま

す。

＜主な資産の評価方法＞

◇投資信託証券

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

◇マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

◇国内上場不動産投信

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

◇海外上場不動産投信

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま

す。

・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と

してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。

③　基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）

ホームページ アドレス：http://www.resona-am.co.jp/

 

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします（平成29年 1月 5日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を

終了させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年9月21日から翌年9月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日

を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

※ただし、第１計算期間は平成29年 1月 5日から平成29年9月20日までとします。
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（５）【その他】

①　信託の終了（繰上償還）

１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること

ができます。

イ）受益者の解約により各ファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなった場合

ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

ハ）やむを得ない事情が発生したとき

２）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の

「書面決議」をご覧ください。）

３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰

上償還させます。

イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合

ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき

ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監

督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、

書面決議で可決された場合、存続します。）

ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして

解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき

４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

②　償還金について

・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場

合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。

・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

③　信託約款の変更など

１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託

会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下

「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託

会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

２）この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを

除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）

３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決

議」の規定を適用します。

④　書面決議

１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合

において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２

週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し

ます。

２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている

受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。

３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行

ないます。

４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書

面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。

５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい

て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。

６）当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ

とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者

からの買取請求は受け付けません。
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⑤　公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

ホームページアドレス　http://www.resona-am.co.jp/

※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日

本経済新聞に掲載します。

⑥　運用報告書の作成

・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状

況などを記載した運用報告書を作成します。

・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。

・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書

（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。

ホームページアドレス　　http://www.resona-am.co.jp/

⑦　関係法人との契約について

・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満

了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間

延長されるものとし、以後も同様とします。

・投資顧問会社との投資顧問契約は、当ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会

社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相

手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。

⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

１．他の受益者の氏名または名称および住所

２．他の受益者が有する受益権の内容

４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

（１）収益分配金・償還金受領権

・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有

します。

・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年

間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（２）解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま

す。

（３）帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する

ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】

（１）ファンドの運用は、平成29年 1月 5日から開始する予定であり、ファンドは有価証券届出書提出日現

在、資産を有しておりません。

（２）ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人により行なわれ、監査証明を受けたファンドの財

務諸表は、計算期間毎に作成する有価証券報告書および計算期間の半期毎に作成する半期報告書に記載

されます。

（３）委託会社は、ファンドの信託財産に係る財務諸表の作成にあたっては、「投資信託財産の計算に関する

規則」の定めるところによります。

１【財務諸表】

該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

該当事項はありません。

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券

から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな

いものとします。

（２）受益者に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

①　譲渡制限はありません。

②　受益権の譲渡

・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ

び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし

ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し

た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律

の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知

するものとします。

・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている

振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、

委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止

期間を設けることができます。

③　受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する

ことができません。

（４）受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行

の請求を行なわないものとします。

（５）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一

定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解

約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法

令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額

平成28年9月末現在 資本金の額 490,000,000円

 発行可能株式総数 1,960,000株

 発行済株式総数 1,960,000株

 

●過去５年間における主な資本金の増減

該当事項はありません。

 

（２）委託会社の機構（平成28年9月末現在）

①　会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。

取締役は株主総会において選任され、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までです。

取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。また、取締役会は、取締役社長1名を選定

し、必要に応じ、取締役副社長、専務取締役および常務取締役を各若干名定めることができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。

社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役

が取締役会を招集し、議長となります。

取締役会は、法令、定款等に定められた業務執行の重要事項を決定します。

取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。

 

②　投資運用の意思決定機構

委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。

○PLAN：計画

・運用部は、運用基本方針や運用ガイドラインなどを策定し、運用委員会がその承認を行いま

す。

○DO：実行

・ファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定し、運用部長

が承認します。

・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築

し、ファンドの運用状況を管理します。

・運用部長は、ファンドが運用計画に沿って行われていることを確認します。

・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離された運用部トレーディンググループ

が、発注先証券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。

○CHECK：検証→ACTION：改善

・法令等や運用ガイドラインの遵守状況等については、運用部門から独立した業務部がモニタリ

ングを行います。その結果は、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告するとともにすみ

やかに運用部にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。

・運用実績等については運用委員会が統括し、運用部に対する管理・指導を行います。

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って

います。

平成28年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
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す。）。

ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 13 92,234

 

３【委託会社等の経理状況】

（１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２

条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し

ております。

（２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１期事業年度（自 平成27年８月３日

至 平成28年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

 

   （単位：千円）

  
第１期

（平成28年３月31日現在）

資産の部    

流動資産    

預金   687,592

前払費用   20,089

未収入金  ※２ 56,741

未収委託者報酬   16,253

未収還付消費税等   12,085

繰延税金資産   5,759

流動資産計   798,522

固定資産    

有形固定資産    

建物  ※１ 3,566

器具備品  ※１ 3,203

有形固定資産計   6,770

無形固定資産    

ソフトウェア   23,481

無形固定資産計   23,481

投資その他の資産    

差入敷金保証金   10,200

長期前払費用   4,416

繰延税金資産   1,392

投資その他の資産計   16,009

固定資産計   46,261

資産合計   844,783

 

   （単位：千円）

  
第１期

（平成28年３月31日現在）

負債の部    

流動負債    

未払金    
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未払手数料   8,028

その他未払金   15,079

未払費用   12,543

未払法人税等   2,303

賞与引当金   20,683

流動負債計   58,638

負債合計   58,638

純資産の部    

株主資本    

資本金   490,000

資本剰余金    

資本準備金   490,000　

資本剰余金計   490,000

利益剰余金    

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金   △193,854　

利益剰余金計   △193,854　

株主資本計   786,145

純資産合計   786,145

負債・純資産合計   844,783

 

（２）【損益計算書】

 

   （単位：千円）

  

第1期

（自　平成27年８月３日

至　平成28年３月31日）

営業収益    

委託者報酬   15,708　

営業収益計   15,708

営業費用    

支払手数料   7,576

広告宣伝費   23,483

調査費    

調査費   28,094

委託調査費   3,850

委託計算費   15,219

営業雑経費    

印刷費   3,450

協会費   845

販売促進費   923

その他   414

営業費用計   83,856

一般管理費    

給料    

役員報酬   18,266

給料・手当   76,336

賞与   2,360

賞与引当金繰入額   20,683

旅費交通費   425

租税公課   5,870　
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不動産賃借料   13,564

固定資産減価償却費   2,107　

諸経費   49,785　

一般管理費計   189,401

営業損失   257,549

営業外収益    

雑収益   0　

営業外収益計   0

営業外費用    

投資有価証券償還損   29　

営業外費用計   29

経常損失   257,579

税引前当期純損失   257,579

法人税、住民税及び事業税   △56,572

法人税等調整額   △7,152

法人税等計   △63,724

当期純損失   193,854

 

（３）【株主資本等変動計算書】

 

第１期（自　平成27年８月３日　　至　平成28年３月31日）

（単位：千円）

 株主資本

純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計

 

 

資本

準備金

資本

剰余金

合計

その他利益

剰余金
利益

剰余金

合計

 

 繰越利益

剰余金 

会社成立日残高 490,000 490,000 490,000 - - 980,000 980,000

当期変動額        

当期純損失(△)    △193,854 △193,854 △193,854 △193,854

当期変動額合計 - - - △193,854 △193,854 △193,854 △193,854

当期末残高 490,000 490,000 490,000 △193,854 △193,854 786,145 786,145

 

（重要な会計方針）

１．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　15年

器具備品　3～20年

 

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しておりま

す。

 

２．引当金の計上基準

賞与引当金

従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
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支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

 

３．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（１）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

（２）連結納税制度の適用

当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社と

して、連結納税制度を適用しております。

 

注記事項

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 
第１期

（平成28年３月31日現在）

建物 303千円

器具備品 482千円

 

※２　関係会社に対する資産及び負債

 
 

第１期

（平成28年３月31日現在）

流動資産  

未収入金 56,741千円

（注）当該金額は、連結納税親会社から収受する金額であります。

 

（株主資本等変動計算書関係）

第１期（自　平成27年８月３日　至　平成28年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 会社成立日 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 1,960,000 - - 1,960,000

 

２．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

資金運用については短期的な預金等に限定しております。

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。

当社の未収入金は、連結納税親会社から収受する金額であります。

当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる

信託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、

信託法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありま

せん。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 

第１期（平成28年３月31日現在）
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    （単位：千円）

  貸借対照表
時価 差額

  計上額

預金 687,592 687,592 －

未収入金 56,741 56,741 －

未収委託者報酬 16,253 16,253 －

資産計 760,587 760,587 －

 

金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

預金、未収入金、未収委託者報酬

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
第１期

（平成28年３月31日現在）

繰延税金資産  

賞与引当金 6,378千円

未払事業所税 103千円

未払事業税 555千円

未確定債務 512千円

減価償却超過額 1,748千円

繰越欠損金 13,723千円

繰延税金資産小計 23,021千円

評価性引当額 △15,868千円

繰延税金資産合計 7,152千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

税引前当期純損失のため注記を省略しております。

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税

金負債の計算（ただし、平成28年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、従来の

33.06％から、回収または支払が見込まれる期間が平成28年４月１日から平成30年３月31日までのものは

30.86％、平成30年４月１日以降のものについては30.62％にそれぞれ変更されております。この税率変更に

よる繰延税金資産及び法人税等調整額への影響は軽微であります。

 

（セグメント情報等）

第１期（自　平成27年８月３日　至　平成28年３月31日）

１．セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

（１）製品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超える　

ため、記載を省略しております。

（２）地域ごとの情報
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①　営業収益

内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており

ます。

②　有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

顧客情報については、制度上知り得ないため、記載を省略しております。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

 

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

 

（関連当事者情報）

１．関連当事者との取引

（１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等

第１期（自　平成27年８月３日　至　平成28年３月31日）

種類 会社等の名称 所在地

資本金又は

出資金

(百万円)

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

（千円）

親会社

株式会社

りそなホール

ディングス

東京都

江東区
50,472

持株会社

としての

経営管理

(直接)

100％
連結納税

連結法人税

還付請求
56,741 未収入金 56,741

 

（２）兄弟会社等

第１期（自　平成27年８月３日　至　平成28年３月31日）

種類 会社等の名称 所在地

資本金又は

出資金

(百万円)

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

（千円）

親会社の

子会社

株式会社

りそな銀行

大阪市

中央区
279,928

銀行業務

及び信託

業務

－
建物転貸借

役員の兼任
敷金の差入 10,200

差入敷金

保証金
10,200

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）差入敷金保証金は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注２）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

 

２．親会社に関する注記

親会社情報

株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）

 

（１株当たり情報）

 

第１期

（自　平成27年８月３日

　　至　平成28年３月31日）
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１株当たり純資産額 401円09銭

１株当たり当期純損失金額 98円90銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

 

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

 

第１期

（自　平成27年８月３日

　　至　平成28年３月31日）

当期純損失（千円） 193,854

普通株主に帰属しない金額（千円） -

普通株式に係る当期純損失（千円） 193,854

普通株式の期中平均株式数（株） 1,960,000

 

（重要な後発事象）

第１期（自　平成27年８月３日　至　平成28年３月31日）

該当事項はありません。

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が

禁止されています。

（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと

（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ

がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし

くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で

定めるものを除きます。）。

（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等

（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関

係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に

おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当

該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい

います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。

（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運

用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。

（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ

て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ

れのあるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

（１）定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

（２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社
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名　　称
資本金の額

（平成28年3月末現在）
事業の内容

株式会社りそな銀行 279,928百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律に基づき信託業務を営ん

でいます。

＜再信託受託会社の概要＞

名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額　：51,000百万円（平成28年3月末現在）

事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に

基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受

託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の

すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

（２）販売会社

名　　称
資本金の額

（平成28年3月末現在）
事業の内容

株式会社りそな銀行 279,928百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律に基づき信託業務を営ん

でいます。

 

（３）投資顧問会社

名　　称
資本金の額

（平成28年3月末現在）
事業の内容

株式会社大和ファンド・コンサルティン

グ
450百万円

資産運用に関する業務を営ん

でいます。

 

２【関係業務の概要】

（１）受託会社

ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。

（２）販売会社

日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。

（３）投資顧問会社

指定投資信託証券の選定についての情報提供および助言を行ないます。

３【資本関係】

（１）受託会社

該当事項はありません。

（２）販売会社

該当事項はありません。

（３）投資顧問会社

該当事項はありません。

第３【その他】

（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見

書）」という名称を用いることがあります。
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（２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ

とがあります。

（３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。

（４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。

①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。

④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書

に掲載されております。

⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

（５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること

があります。

（６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

 

平成２８年６月１６日

りそなアセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　御　中

 有限責任監査法人　トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員

 

 
公認会計士 山　田　信　之　　印

     

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 太　田　健　司　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の平成２７年８月３日から平成２８年３月３１日までの

第１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその

他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策

定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部

統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積

りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ

なアセットマネジメント株式会社の平成２８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営

成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。

2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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